
東御市自動体外式除細動器（AED）貸出要領 
 

平成２２年１１月１日 
 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、市民が参加する行事等における救急救命活動に備えるため、行事等を主催

する者等に市が保有する自動体外式除細動器（以下「AED」という。）を貸出すことに関し、

必要な事項を定めるものとする。 
 （貸出を受けることができる者） 
第２条 AED の貸出を受けることができる者は、次条に規定する行事等の主催者等とする。 
 （貸出を受けることができる行事） 
第３条 AED の貸出を受けることができる行事等は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 
 （１）概ね 10 人以上の市民が参加する行事等（営利を目的とするものを除く。） 
 （２）その他市長が特に必要と認めるもの。 
 （貸出期間） 
第４条 AED の貸出期間は、行事等の前日（その日が土曜日、日曜日又は祝日（以下「休日等」

という。）にあたる場合はその前日）から翌日（その日が休日等にあたる場合はその翌日）ま

でとする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この限りでない。 
 （貸出の申込） 
第５条 AED の貸出を受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の１月前の日から７日

前の日までの間の平日に、東御市自動体外式除細動器（AED）貸出申込書（様式第１号）を市

長に提出しなければならない。 
 （貸出の許可） 
第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を適当と認め、かつ貸出期間が重複する

申請がない場合は、東御市自動体外式除細動器（AED）貸出通知書（様式第２号）を申請者に

交付すものとする。 
 （貸出の中止) 
第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、AED の貸出を中止し、返還

させることができる。 
 （1）貸出を受けた者（以下「借受者」という。）が、貸出期間中に AED を使用する必要がな

くなったとき。 
 （2）借受者が、この要領の規定に違反したとき。 
 （3）前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 
 （費用負担） 
第８条 AED の貸出料及び救急救命活動のための使用により生じた消耗に係る費用は、無料と

する。ただし、電極パッドを故意又は過失により開封した場合は、弁償するものとする。 
 



 （機器の管理及び使用） 
第９条 借受者は、AED を常に良好な状態で管理及び使用しなければならない。 
２ 借受者は、AED を目的以外で使用してはならない。 
３ 借受者は、AED を処分、転貸又は譲渡してはならない。 
 （返却） 
第10条 借受者は、貸出期間が満了したとき又は使用する必要がなくなったときは、直ちにAED

を返却しなければならない。 
２ 借受期間中に救急救命活動により AED を使用した場合は、東御市自動体外式除細動器

（AED）使用報告書（様式第３号）を、故障、破損又は紛失した場合は、東御市自動体外式除

細動器（AED）破損等報告書（様式第４号）を提出しなければならない。 
 （損害賠償） 
第 11 条 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により、AED を破損又は紛失したときは、現

品、又は市長が相当と認める額をもって賠償するものとする。 
２ 市は、借受者の管理の不備及び AED の誤った使用に起因した事故又は機器の誤作動等に対

して、一切の責を負わないものとする。 
 （その他） 
第 12 条 この要領に定めるものほか、必要な事項は市長が定める。 
   附 則 
 この要領は、平成２２年１１月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号 
 

東御市自動体外式除細動器（AED）貸出申込書 
 

                                  年  月  日 
東御市長 様 
 

                     住所     

                     団体名    

                     代表者氏名              印 

                     電話番号 

                     申込者氏名 

 
  東御市自動体外式除細動器（AED）貸出要領に基づき、AED の貸出しを受けたいので、 

次のとおり申込みます。 
 

行 事 等 の 名 称  

ＡＥＤの貸出期間 
      年  月  日から 
      年  月  日まで         日間 

行事等の開催場所  

行 事 等 の 概 要  

主 催 者  

参 加 予 定 者 数  

Ａ Ｅ Ｄ 使 用 責 任 者 

住  所  

氏  名  

電話番号  
  添付書類 
   １ 当該イベントの開催資料 
 
 



様式第２号 
 

東御市自動体外式除細動器（AED）貸出通知書 
 
                                 年  月  日 
 
               様 
 

                     東御市長              印 

 
     年  月  日付で申請がありました AED の貸出について、次のとおり通知します。 
 

貸 出 の 可 否   １ 許可    ２ 不許可 

行 事 等 の 名 称  

A E D の 貸 出 期 間 
    年   月   日から 
    年   月   日まで        日間 

A E D の 型 式 
・ 製 造 番 号 等 

 

不 許 可 の 理 由 
 
 
 

備 考 
 
 
 

 
  留意事項 
   １ AED の貸出し及び返却の際は、この通知書を持参してください。 
   ２ AED は落としたりしないよう大切に取り扱ってください。 
   ３ 電極パッドは、実際に AED を用いての除細動を行う直前まで開封しないでください。

故意または過失により開封された場合は、弁償していただきます。 
   ４ あらかじめ AED の使用方法について確認しておいてください。 
 
 



様式第３号 
 

東御市自動体外式除細動器（AED）使用報告書 
 
                                 年  月  日 
 
  東御市長  様 
 

                     住所     

                     団体名    

                     代表者氏名              印 

                     電話番号 

 
     年  月  日付で貸出を受けた AED の使用について、次のとおり報告します。 
 

行 事 等 の 名 称  

使 用 日 時    年  月  日   時  分ころ 

使 用 場 所  

使 用 者 
氏名  

関係 主催者・参加者・その他（        ） 

A E D に よ る 救 命 
措 置 を 受 け た 者 

氏名              年齢 

住所  

使 用 時 の 状 況 

（当時の状況、場所など、なるべく詳しく記載してください） 

 
 
 
 
 
 
 

使 用 し た 器 具  



様式第４号 
 

東御市自動体外式除細動器（AED）破損等報告書 
 
                                 年  月  日 
 
  東御市長  様 
 

                     住所     

                     団体名    

                     代表者氏名              印 

                     電話番号 

 
     年  月  日付で貸出を受けた AED の破損等について、次のとおり報告します。 
 

行 事 等 の 名 称  

発 生 日 時    年  月  日   時  分ころ 

発 生 場 所  

発 生 原 因  

故 障 、 破 損 、 紛 失 
等 の 内 容 

 
 
 

故 障 、 破 損 、 紛 失 
等 の 経 緯 

（当時の状況、場所など、なるべく詳しく記載してください） 

 
 
 
 
 
 
 

 


